
琉球大学
動物実験
規則区分*

所属部局 職名 専門分野
基本指針
区分**

備考***

１号委員 - 理事 海洋微生物学 ③ 委員長

２号委員 医学研究科 助教 神経内分泌学・神経生理学 ① 動物実験計画審査委員会委員

２号委員 保健学研究科 教授
生化学・分子細胞学・

腫瘍免疫学
① 動物実験計画審査委員会委員

３号委員 農学研究科 准教授
食品機能学・食品科学・

栄養学・生化学
① 動物実験計画審査委員会委員

３号委員 農学研究科 准教授 畜産学・動物共生学 ① 動物実験計画審査委員会委員

４号委員 理工学研究科 教授 魚類生理学・時間生物学 ① 動物実験計画審査委員会委員長

４号委員 理工学研究科 教授 爬虫両棲類学・生物地理学 ① 動物実験計画審査委員会委員

５号委員 医学部附属動物実験施設 准教授 実験動物学・発生生物学 ① ②
医学部附属動物実験施設・専任教員

動物実験計画審査委員会委員

６号委員 医学部 学部長 薬理学 ① ③ 管理者

６号委員 教育学部 学部長 文学・日本古典文学 ③ 管理者

６号委員 農学部 学部長 農業経済学・畜産資源経済学 ③ 管理者

６号委員 理学部 学部長 環境化学 ③ 管理者

６号委員 熱帯生物圏研究センター センター長 昆虫科学・応用微生物学 ③ 管理者

６号委員
戦略的研究プロジェクト

センター
センター長

進化生態学・個体群生態学・
魚類系統分類学

① ③ 管理者

６号委員 博物館 館長 進化生態学・応用昆虫学 ③ 管理者

７号委員 医学部附属動物実験施設 施設長 神経科学・神経解剖学 ① ③

７号委員
農学部附属亜熱帯

フィールド科学教育研究
センター

センター長 熱帯植物栽培学・雑草学 ③

８号委員 総合企画戦略部 部長

９号委員 財務部 部長

１０号委員 施設運営部 部長

* 琉球大学動物実験規則第6条・第11条

** 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年６月１日 文部科学省告示第７１号）における区分

 ①動物実験等に関して優れた識見を有する者  ②実験動物に関して優れた識見を有する者  ③その他学識経験を有する者

*** 規則第2条、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（最終改正：平成25年環境省告示第84号）における管理者

令和5年10月4日

動物実験委員会 委員一覧


